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第3節 振動 

実施区域及びその周辺には住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械

の運搬に用いる車両（以下、「工事用車両」とします。）の運行、並びに自動車の走行に係

る振動の影響が考えられるため、調査、予測及び評価を行いました。 

1. 調査結果の概要

1.1 調査の手法 

(1) 調査項目

1) 振動の状況

・振動レベルの 80%レンジの上端値 L10及び交通量

2) 地盤の状況

・地盤種別及び地盤卓越振動数

(2) 調査手法

1) 振動の状況

振動の状況については、現地調査により把握しました。 

現地調査の手法は、表 11-3-1 に示すとおりです。 

表 11-3-1 振動の状況の調査手法 

調査項目 調査手法 測定高さ 測定機器 

振動の 

状況 

振動レベルの

80%レンジの

上端値 L10 

「振動規制法施行規則」（昭和 51

年 11 月 10 日総理府令第 58 号）

別表第二備考4及び 7に規定する

測定方法 

地表面 

「JIS C 1510」に定め

られた振動レベル計 
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2) 地盤の状況 

地盤種別については、既存資料調査及び現地踏査による目視確認により把握しました。

既存資料は、表 11-3-2 に示すとおりです。 

地盤卓越振動数については、現地調査により把握しました。現地調査は、表 11-3-3 に

示す手法により行いました。 

 

表 11-3-2 既存資料一覧 

資料名 発行者 発行年月 

土地分類基本調査 彦根東部（表層地質図） 滋賀県 昭和 62 年 3 月 

土地分類基本調査 彦根西部（表層地質図） 滋賀県 昭和 57 年 3 月 

土地分類基本調査 御在所山（表層地質図） 滋賀県 平成 2 年 3 月 

土地分類基本調査 近江八幡（表層地質図） 滋賀県 昭和 58 年 3 月 

 

表 11-3-3 地盤の状況（地盤卓越振動数）の調査手法 

調査項目 調査手法 測定高さ 測定機器 

地盤卓越 

振動数 

大型車の単独走行時（10 台に

ついて測定）の地盤振動を、振

動計を用いてデータレコーダ

に記録し、周波数を分析 

地表面 

「JIS C 1510」に定められた振動レ

ベル計 

「JIS C 1513」に定められた 1/3 オ

クターブバンド周波数分析器 

 

 

(3) 調査地域 

調査地域は、振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受けるおそれがある

と認められる地域において、住居等の保全対象が存在する地域としました。 
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(4) 調査地点 

調査地点は、予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する振動の状況、地盤の状況

が得られる箇所としました。 

振動の状況については、対象道路のうち、現在、道路が存在しない区間は一般環境振動

を、道路が存在する区間は道路交通振動を対象に設定しました。道路交通振動は道路の敷

地の境界線で測定しました。 

地盤の状況については、予測地点との対応を踏まえ、対象道路に近接する地点としまし

た。 

調査地点は、表 11-3-4 及び図 11-3-1 に示すとおりです。 

 

表 11-3-4 調査地点 

調査地域 
番

号 
調査地点 振動調査区分 調査対象道路 都市計画用途地域 要請限度区分 

彦根市域 
1 彦根市佐和山町 道路交通振動 国道8号 工業地域 第1種区域 

2 彦根市鳥居本町 一般環境振動 - 第1種住居地域 第1種区域 

多賀町域 

3 多賀町久徳(1) 道路交通振動 国道306号 市街化調整区域 第1種区域 

4 多賀町久徳(2) 一般環境振動 - 市街化調整区域 第1種区域 

5 多賀町多賀(1) 道路交通振動 町道久徳多賀線 市街化調整区域 第1種区域 

6 多賀町多賀(2) 道路交通振動 多賀高宮線 市街化調整区域 第1種区域 

甲良町域(豊郷

町一部含む) 

7 甲良町横関 道路交通振動 敏満寺野口線 白地地域 第1種区域 

8 甲良町法養寺(1) - - 白地地域 第1種区域 

9 甲良町法養寺(2) 一般環境振動 - 白地地域 第1種区域 

10 甲良町法養寺(3) 道路交通振動 町道池寺下之郷線 白地地域 第1種区域 

11 豊郷町雨降野 道路交通振動 北落豊郷線 白地地域 第1種区域 

愛荘町域(豊郷

町一部含む) 

12 愛荘町市 道路交通振動 湖東愛知川線 白地地域 第1種区域 

13 愛荘町豊満 一般環境振動 - 白地地域 第1種区域 

14 愛荘町東円堂 道路交通振動 湖東彦根線 白地地域 第1種区域 

東近江市域 

15 東近江市南清水町 道路交通振動 小田苅愛知川線 市街化調整区域 第2種区域 

16 東近江市五個荘奥町 道路交通振動 五個荘八日市線 市街化調整区域 第1種区域 

17 東近江市建部下野町 一般環境振動 - 市街化調整区域 第1種区域 

18 東近江市五個荘平阪町 道路交通振動 八日市五個荘線 市街化調整区域 第1種区域 

近江八幡市域 
19 近江八幡市安土町(1) 道路交通振動 国道8号 市街化調整区域 第1種区域 

20 近江八幡市安土町(2) 一般環境振動 - 市街化調整区域 第1種区域 

注 1）地点 8 は地盤種別及び地盤卓越振動数のみ測定した。 

注 2）要請限度区分は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号）に規定される区域と

して、以下を示すとおりである。 

第 1 種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供さ

れているため、静穏の保持を必要とする区域 

第 2 種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生

活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に

供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振

動の発生を防止する必要がある区域 
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図 11-3-1 調査地点位置図 
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(5) 調査期間等 

現地調査の期間は、振動が 1 年間を通じて平均的な状況であると考えられる日の昼間及

び夜間の基準時間帯としました。 

調査期間等は、表 11-3-5 に示すとおりです。 
 

表 11-3-5 調査期間等 

調査地点番号 調査実施日 

No.11～17 令和 3 年 5 月 25 日（火）17 時～5 月 26 日（水）17 時 

No.1～6、8、9、18～20 令和 3 年 5 月 31 日（月）12 時～6 月 1 日（火）12 時 

No.7、10 令和 5 年 7 月 4 日（火）14 時～7 月 5 日（水）14 時 

 

1.2 調査の結果 

(1) 振動の状況 

振動の状況の調査結果は、表 11-3-6 に示すとおりです。 

交通量は、「第 2 節 騒音 1.調査結果の概要」に示すとおりです。 
 

表 11-3-6 振動の状況の調査結果 

番
号 

調査地点 振動調査区分 調査対象道路 

調査結果 
L10 [dB] 

昼間 夜間 

1 彦根市佐和山町 道路交通振動 国道 8 号 49 44 

2 彦根市鳥居本町 一般環境振動 - <25 <25 

3 多賀町久徳(1) 道路交通振動 国道 306 号 38 30 

4 多賀町久徳(2) 一般環境振動 - <25 <25 

5 多賀町多賀(1) 道路交通振動 町道久徳多賀線 <25 <25 

6 多賀町多賀(2) 道路交通振動 多賀高宮線 35 <25 

7 甲良町横関 道路交通振動 敏満寺野口線（県道 227 号） 35 <25 

8 甲良町法養寺(1) - - - - 

9 甲良町法養寺(2) 一般環境振動 - <25 <25 

10 甲良町法養寺(3) 道路交通振動 町道池寺下之郷線 35 <25 

11 豊郷町雨降野 道路交通振動 北落豊郷線（県道 222 号） 28 <25 

12 愛荘町市 道路交通振動 湖東愛知川線（県道 28 号） 42 25 

13 愛荘町豊満 一般環境振動 - <25 <25 

14 愛荘町東円堂 道路交通振動 湖東彦根線（県道 213 号） 37 <25 

15 東近江市南清水町 道路交通振動 小田苅愛知川線（県道 529 号） 37 <25 

16 東近江市五個荘奥町 道路交通振動 五個荘八日市線（県道 328 号） 37 <25 

17 東近江市建部下野町 一般環境振動 - <25 <25 

18 東近江市五個荘平阪町 道路交通振動 八日市五個荘線（県道 209 号） 28 <25 

19 近江八幡市安土町(1) 道路交通振動 国道 8 号 41 37 

20 近江八幡市安土町(2) 一般環境振動 - 27 <25 

注 1）調査結果は、昼間（8 時～19 時）、夜間（19 時～8 時）の算術平均値を示す。 

注 2）“<25”は測定限界の 25dB 未満であったことを示す。 

注 3）地点 8 は地盤種別及び地盤卓越振動数のみ測定した。  
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(2) 地盤の状況 

地盤の状況の調査結果は、表 11-3-7 に示すとおりです。 

 

表 11-3-7 地盤の状況の調査結果 

番号 調査地点 地盤種別 地盤卓越振動数[Hz] 

1 彦根市佐和山町 未固結地盤 12.3 

2 彦根市鳥居本町 未固結地盤 - 

3 多賀町久徳(1) 未固結地盤 27.6 

4 多賀町久徳(2) 未固結地盤 - 

5 多賀町多賀(1) 未固結地盤 39.2 

6 多賀町多賀(2) 未固結地盤 34.1 

7 甲良町横関 未固結地盤 - 

8 甲良町法養寺(1) 未固結地盤 26.0 

9 甲良町法養寺(2) 未固結地盤 - 

10 甲良町法養寺(3) 未固結地盤 - 

11 豊郷町雨降野 未固結地盤 34.1 

12 愛荘町市 未固結地盤 40.0 

13 愛荘町豊満 未固結地盤 - 

14 愛荘町東円堂 未固結地盤 34.1 

15 東近江市南清水町 未固結地盤 21.0 

16 東近江市五個荘奥町 未固結地盤 22.0 

17 東近江市建部下野町 未固結地盤 - 

18 東近江市五個荘平阪町 未固結地盤 34.3 

19 近江八幡市安土町(1) 未固結地盤 15.7 

20 近江八幡市安土町(2) 未固結地盤 - 
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2. 建設機械の稼働に係る振動 

2.1 予測 

(1) 予測の手法 

1) 予測手法 

建設機械の稼働に係る振動の予測は、「技術手法」（国総研資料第 714 号 6.2）に記載の

事例の引用又は解析により得られた式を用い、振動レベルの 80％レンジの上端値 L10 を求

めることにより行いました。 

 

① 予測手順 

予測手順は、図 11-3-2 に示すとおりです。 

 

 

 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 土木研究所） 

図 11-3-2 建設機械の稼働に係る振動の予測手順 

  

工事種別・作業の選定 

作業に対応する建設機械の組み合わせ 

（ユニット）及びその数の選定 

施工範囲とユニットの配置 

年間工事日数の設定 

振動レベル（L10）の予測 

工事計画の概要 

・工事区分、位置、延長 

・工事施工ヤード、工事用道路の位置 

・想定される主な工種 
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② 予測式 

予測式は、次式を用いました。 

 𝐿(𝑟) = 𝐿(𝑟 ) − 15 log  (𝑟 𝑟 ⁄ ) − 8.68𝛼(𝑟 − 𝑟 ) 
 

ここで、 𝐿(𝑟) ：予測地点における振動レベル（dB) 𝐿(𝑟 ) ：基準点における振動レベル（dB) 𝑟 ：ユニットの稼働位置から予測地点までの距離（ｍ) 𝑟  ：ユニットの稼働位置から基準点までの距離（5ｍ) 𝛼 ：内部減衰係数 

  

 

2) 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域において、住居等の保全対象が存在する、あるいは将

来の立地が見込まれる地域としました。 

 

3) 予測地点 

予測地点は、工事の区分ごとに住居等の保全対象の存在、道路構造、工種及び工事量を

考慮し、環境影響の程度が最大となると想定される地点で、影響を適切に把握できる代表

地点としました。なお、予測位置は工事敷地境界としました。 

予測地点は、表 11-3-8 及び図 11-3-3 に示すとおりです。 

 

表 11-3-8 建設機械の稼働に係る振動の予測地点 

予測地域 番号 予測地点 道路構造 工事区分 保全対象 

彦根市域 A 彦根市鳥居本町 切土 土工 住居等 

多賀町域 B 多賀町木曽 切土 土工 住居等 

甲良町域(豊郷町一部含む) C 甲良町法養寺 盛土 土工 住居等 

愛荘町域(豊郷町一部含む) D 愛荘町市 盛土 土工 住居等 

東近江市域 E 東近江市五個荘平阪町 切土 土工 住居等 

近江八幡市域 F 近江八幡市安土町石寺 盛土 土工 住居等 

 

4) 予測対象時期等 

予測対象時期は、建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期としまし

た。 
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図 11-3-3 建設機械の稼働に係る振動の予測地点位置図 
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5) 予測条件 

① ユニットの設定 

予測対象ユニットは、工事計画により想定した工種及び予測される工事内容を基に選定

した種別の中から、工事の区分ごとに、最も振動の影響が大きくなるものを設定しました。 

設定した予測対象ユニットは、表 11-3-9 に示すとおりです。 

 

表 11-3-9 予測対象とした工事区分、種別及びユニット 

番号 予測地点 
工事 

区分 
種別 ユニット ユニット数 

A 彦根市鳥居本町 土工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 路盤工(上層・下層路盤) 1 

B 多賀町木曽 土工 掘削工 軟岩掘削 1 

C 甲良町法養寺 土工 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 1 

D 愛荘町市 土工 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 1 

E 東近江市五個荘平阪町 土工 掘削工 軟岩掘削 1 

F 近江八幡市安土町石寺 土工 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 1 

 

② 施工範囲 

土工部における施工範囲は、保全対象に近い盛土又は切土の範囲としました。また、橋

梁部における施工範囲は、橋台又は橋脚の位置としました。 

 

③ ユニットの配置 

ユニットの配置は、工事の内容を考慮して設定しました。なお、ユニットが移動して工

事を行う場合は、配置の想定が困難であることから、建設機械の作業半径、必要最小限の

移動スペースを考慮した半径 5ｍと想定し、振動源を予測地点より 5ｍ離れた位置に設定

しました。 

ユニットの配置は、表 11-3-10 に示すとおりです。 

 

表 11-3-10 ユニットの配置 

番

号 
予測地点 

工事 

区分 
種別 ユニット 

ユニットの振動源位置から 

予測地点までの距離[m] 

A 彦根市鳥居本町 土工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
路盤工 

(上層・下層路盤) 
5 

B 多賀町木曽 土工 掘削工 軟岩掘削 5 

C 甲良町法養寺 土工 
盛土工 

（路体、路床）

盛土 

（路体、路床） 
5 

D 愛荘町市 土工 
盛土工 

（路体、路床）

盛土 

（路体、路床） 
5 

E 東近江市五個荘平阪町 土工 掘削工 軟岩掘削 5 

F 近江八幡市安土町石寺 土工 
盛土工 

（路体、路床）

盛土 

（路体、路床） 
5 
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④ ユニットの基準点振動レベル 

工事の区分ごとに設定したユニットの基準点振動レベルは、表 11-3-11 に示すとおりで

す。 

 

表 11-3-11 予測に用いたユニット基準点振動レベル∆𝐿   
工事区分 種別 ユニット 基準点振動レベル[dB] 

土工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 路盤工(上層・下層路盤) 59 

土工 掘削工 軟岩掘削 64 

土工 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 63 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 土木研究所） 

 

 

(2) 予測の結果 

建設機械の稼働に係る振動の予測結果は、表 11-3-12 に示すとおりです。 

建設機械の稼働に係る振動レベル（L10）は 58～64dB であり、規制基準を下回ると予測さ

れます。 

 

表 11-3-12 建設機械の稼働に係る振動の予測結果 

番号 予測地点 種別 ユニット 
予測結果 

[dB] 

基準又は 

目標 

[dB] 

A 彦根市鳥居本町 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 路盤工(上層・下層路盤) 58 

75 

B 多賀町木曽 掘削工 軟岩掘削 64 

C 甲良町法養寺 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 63 

D 愛荘町市 
盛土工 

（路体、路床）
盛土（路体、路床） 63 

E 東近江市五個荘平阪町 掘削工 軟岩掘削 64 

F 近江八幡市安土町石寺 
盛土工 

（路体、路床）
盛土（路体、路床） 63 

注）基準又は目標は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号）の特定建設作業の規制

に関する基準である。 

 

  



11-3-12 

(3) 環境保全措置の検討 

1) 環境保全措置の検討 

予測結果より、建設機械の稼働に係る振動に関しては、「振動規制法施行規則」（昭和 51

年 11 月 10 日総理府令第 58 号）による特定建設作業の規制に関する基準以下になると考

えられますが、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること

を目的として、2 案の環境保全措置を検討しました。 

検討の結果、「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」を採用します。 

検討した環境保全措置は、表 11-3-13 に示すとおりです。 

 

表 11-3-13 環境保全措置の検討 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

低振動型建設機械
の採用 

適 
低振動型建設機械の採用により、振動の発生の低減が見込
まれることから、本環境保全措置を採用する。 

作業方法の改善 適 
作業者に対する資材の取り扱いの指導、建設機械の複合同
時稼働・高負荷運転を極力避ける等により、振動の発生の
低減が見込まれることから、本環境保全措置を採用する。 

 

2) 検討結果の検証 

実施事例等により、環境保全措置の効果に係る知見は蓄積されていると判断されます。 

 

3) 検討結果の整理 

環境保全措置に採用した「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」の実施主

体、実施位置、効果、他の環境への影響等について整理した結果は、表 11-3-14 に示すと

おりです。 

 

表 11-3-14(1) 環境保全措置の検討結果の整理 

実施主体 国土交通省 近畿地方整備局 

実施内容 
種類 低振動型建設機械の採用 

位置 建設機械が稼働する場所 

環境保全措置の効果 低振動型建設機械の採用により、振動の発生の低減が見込まれる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 特になし 

注）環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

 

表 11-3-14(2) 環境保全措置の検討結果の整理 

実施主体 国土交通省 近畿地方整備局 

実施内容 
種類 作業方法の改善 

位置 建設機械が稼働する場所 

環境保全措置の効果 
作業者に対する資材の取扱いの指導、建設機械の複合同時稼働・高

負荷運転を極力避ける等により、振動の発生の低減が見込まれる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 大気質、騒音への影響が低減される。 

注）環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 
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2.2 評価 

(1) 評価の手法 

1) 回避又は低減に係る評価 

建設機械の稼働に係る振動の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより評価を行いました。 

 

2) 基準又は目標との整合性の検討 

予測により求めた建設機械の稼働に係る振動レベルを、表 11-3-15 に示す基準又は目標

と整合が図られているかどうかについて評価しました。 

 

表 11-3-15 整合を図るべき基準又は目標 

項目 整合を図るべき基準又は目標 基準値 

振動レベルの 80％レ

ンジの上端値𝐿   「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府

令第 58 号）による特定建設作業の規制に関する基準 
75dB 以下 

 

(2) 評価の結果 

1) 回避又は低減に係る評価 

対象道路は、道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画とし

ており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 

また、環境保全措置として「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」を実施

することで、環境負荷を低減します。 

このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて

いるものと評価します。 

 

2) 基準又は目標との整合性の検討 

建設機械の稼働に係る振動の予測結果は、すべての予測地点において基準値以下であり、

基準又は目標との整合は図られているものと評価します。 

予測結果と基準又は目標を比較した評価結果は、表 11-3-16 に示すとおりです。 

 

表 11-3-16 建設機械の稼働に係る振動の評価結果 

番号 予測地点 種別 ユニット 

予測 

結果 

[dB] 

基準又

は目標 

[dB] 

評価 

A 彦根市鳥居本町 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
路盤工 

(上層・下層路盤) 
58 

75 

基準又

は目標

との整

合が図

られて

いる。 

B 多賀町木曽 掘削工 軟岩掘削 64 

C 甲良町法養寺 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 63 

D 愛荘町市 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 63 

E 東近江市五個荘平阪町 掘削工 軟岩掘削 64 

F 近江八幡市安土町石寺 
盛土工 

（路体、路床） 
盛土（路体、路床） 63 
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3. 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動 

3.1 予測 

(1) 予測の手法 

1) 予測手法 

工事用車両の運行に係る振動の予測は、「技術手法」（国総研資料第 714 号 6.3）に記載

の振動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式（旧建設省土木研究所の提案式）

を用い、既存道路の現況の振動レベルに工事用車両の影響を加味して、振動レベルの 80％

レンジの上端値𝐿  を求めることにより行いました。 

 

① 予測手順 

予測手順は、図 11-3-4 に示すとおりです。 

 

 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 土木研究所） 

図 11-3-4 工事用車両の運行に係る振動の予測手順 

  

工事用車両の上乗せによる 

振動レベルの増加 

𝒬：現況の等価交通量 𝒬′：工事用車両の 

上乗せ時の 

等価交通量 

現況の交通条件 工事用車両の交通条件 現況振動レベル 𝐿  ∗ 

工事用車両運行時の振動レベル 𝐿  ＝𝐿  ∗ + Δ𝐿 

𝛥𝐿 = 𝑎 ⋅ 𝑙𝑜𝑔  (𝑙𝑜𝑔  𝒬′)  −   𝑎 ⋅ 𝑙𝑜𝑔  (𝑙𝑜𝑔  𝒬)  
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② 予測式 

予測式は、次式を用いました。 

 𝐿  = 𝐿10∗ + ∆𝐿 
 

ここで、 

 ∆𝐿 = 𝑎 ∙ log  (log  𝑄 ) − 𝑎 ∙ log  (log  𝑄) 
 𝐿   ：振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値（dB） 𝐿  ∗ ：現況の振動レベルの 80％レンジの上端値（dB） ∆𝐿 ：工事用車両による振動レベルの増分（dB） 𝑄  ：工事用車両の上乗せ時の 500秒間の 1車線当りの等価交通量（台/500秒/車線） = 5003,600 × 1𝑀 × {𝑁 + 𝐾(𝑁 + 𝑁  )} 𝑁  ：現況の小型車類時間交通量（台／時） 𝑁  ：現況の大型車類時間交通量（台／時） 𝑁   ：工事用車両台数（台／時） 𝑄 ：現況の 500 秒間の 1 車線当り等価交通量（台／500 秒／車線） 𝐾 ：大型車の小型車への換算係数 𝑀 ：上下車線合計の車線数 𝑎 ：定数 

 

 

振動予測式に用いる定数及び補正値は、表 11-3-17 に示すとおりです。 
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表 11-3-17 振動予測式に用いる定数及び補正値 

道路 

構造 
𝐾 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝛼  𝛼  𝛼  

𝛼 = 𝛽 log(𝑟/5 + 1) log 2⁄  𝑟:基準点から予測 

地点までの距離[ｍ] 

平面 

道路 

100＜𝑉
≦140 

km/hの

とき 

14 

 

 

 

 𝑉≦
100km/h

のとき   

13 

47 12 

3.5 27.3 

アスファル

ト舗装では 8.2 log  𝜎 
コンクリー

ト舗装では 19.4 log  𝜎 
 𝜎：3ｍプロ

フィルメー

タによる 

路面凸凹の

標準偏差 

（mm） 

𝑓 ≥ 8H のとき −17.3 log  𝑓 
 𝑓 < 8H のとき −9.2 log  𝑓− 7.3 
 𝑓:地盤卓越振

動数（H ） 

0 𝛽：粘土地盤では 0.068𝐿10∗ − 2.0 𝛽：砂地盤では 0.130𝐿  ∗ − 3.9 
盛土 

道路 

−1.4𝐻 − 0.7 𝐻：盛土高さ

（ｍ） 

𝛽：0.08𝐿  ∗ − 2.2 
切土 

道路 

−0.7𝐻 − 3.5 𝐻：切土高さ

（ｍ） 

𝛽：0.187𝐿  ∗ − 5.8 
堀割 

道路 

−4.1𝐻 + 6.6 𝐻：堀割深さ

（ｍ） 

𝛽：0.035𝐿  ∗ − 0.5 

高架 

道路 
7.9 

1本

橋脚

では

7.5 

 

2本

以上

の橋

脚で

は 

8.1 

1.9 log  𝐻  𝐻 ：伸縮継

手部より±

5m範囲内の

最大高低差

（mm） 

𝑓 ≥ 8H のとき −6.3 log  𝑓 
 𝑓 < 8H のとき −5.7 0 𝛽：0.073𝐿  ∗ − 2.3 

高架道 

路に併

設され

た平面

道路 

3.5 21.4 

アスファル

ト舗装では 8.2 log  𝜎 
コンクリー

ト舗装では 19.4 log  𝜎 
𝑓 ≥ 8H のとき −17.3 log  𝑓 

 𝑓 < 8H のとき −9.2 log  𝑓− 7.3 
出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 土木研究所） 
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2) 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域において、住居等の保全対象が存在する、あるいは将

来の立地が見込まれる地域としました。 

 

3) 予測地点 

予測地点は、工事用道路の接続が予想される既存道路など、工事用車両が既存交通に合

流する地点の近傍で、当該既存道路の沿道の状況を勘案し、既存道路の代表的な断面にお

ける敷地境界線としました。 

予測地点は表 11-3-18 及び図 11-3-5 に、各予測地点における予測断面図は図 11-3-6

に示すとおりです。 

 

表 11-3-18 工事用車両の運行に係る振動の予測地点 

予測地域 番号 予測地点 方向 車両の運行ルート 保全対象 

彦根市域 A 彦根市佐和山町 南側 国道8号 住居等 

多賀町域 
B① 多賀町木曽 北側 国道306号 住居等 

B② 多賀町多賀 東側 町道久徳多賀線 住居等 

甲良町域(豊郷

町一部含む) 
C 豊郷町雨降野 南側 北落豊郷線（県道222号） 住居等 

愛荘町域(豊郷

町一部含む) 

D① 愛荘町市 南側 湖東愛知川線（県道28号） 住居等 

D② 愛荘町東円堂 南側 湖東彦根線（県道213号） 住居等 

東近江市域 

E① 東近江市南清水町 西側 小田苅愛知川線（県道529号） 住居等 

E② 東近江市五個荘奥町 北側 五個荘八日市線（県道328号） 住居等 

E③ 東近江市五個荘平阪町 西側 八日市五個荘線（県道209号） 住居等 

近江八幡市域 F 近江八幡市安土町石寺 北側 国道8号 住居等 

 

4) 予測対象時期等 

予測対象時期は、工事用車両の運行に係る振動による環境影響が最大となる時期としま

した。なお、工事用車両が運行する時間帯は、8 時～12 時、13 時～17 時としました。 
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図 11-3-5 工事用車両の運行に係る振動の予測地点位置図 
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図 11-3-6(1) 予測断面図（A：彦根市佐和山町） 

 

図 11-3-6(2) 予測断面図（B①：多賀町木曽） 

 

図 11-3-6(3) 予測断面図（B②：多賀町多賀） 

 

図 11-3-6(4) 予測断面図（C：豊郷町雨降野）  
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図 11-3-6(5) 予測断面図（D①：愛荘町市） 

 

図 11-3-6(6) 予測断面図（D②：愛荘町東円堂） 

 

図 11-3-6(7) 予測断面図（E①：東近江市南清水町） 

 

図 11-3-6(8) 予測断面図（E②：東近江市五個荘奥町）  
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図 11-3-6(9) 予測断面図（E③：東近江市五個荘平阪町） 

 

図 11-3-6(10) 予測断面図（F：近江八幡市安土町石寺） 
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5) 予測条件 

① 交通条件 

A) 既存交通量及び工事用車両の日交通量 

既存交通量及び工事用車両の日交通量は、「第 1 節 大気質 3.資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」と同様としました。 

 

B) 走行速度 

既存交通及び工事用車両の走行速度は、「第 1 節 大気質 3.資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」と同様としました。 

 

(2) 予測の結果 

工事用車両の運行に係る振動の予測結果は、表 11-3-19 に示すとおりです。 

工事用車両の運行に係る振動レベル（L10）は 29～49dB であり、要請限度を下回ると予測

されます。 

 

表 11-3-19 工事用車両の運行に係る振動の予測結果 

番号 予測地点 車両の運行ルート 
現況値 

[dB] 

ΔL 
[dB] 

予測結果

[dB] 

要請 

限度

[dB] 

A 彦根市佐和山町 国道 8 号 49 0 49 65 

B① 多賀町木曽 国道 306 号 38 0 38 65 

B② 多賀町多賀 町道久徳多賀線 25 5 30 65 

C 豊郷町雨降野 北落豊郷線（県道 222 号） 28 4 32 65 

D① 愛荘町市 湖東愛知川線（県道 28 号） 42 2 44 65 

D② 愛荘町東円堂 湖東彦根線（県道 213 号） 37 2 39 65 

E① 東近江市南清水町 小田苅愛知川線（県道 529 号） 37 0 37 70 

E② 東近江市五個荘奥町 五個荘八日市線（県道 328 号） 37 1 38 65 

E③ 東近江市五個荘平阪町 八日市五個荘線（県道 209 号） 28 1 29 65 

F 近江八幡市安土町石寺 国道 8 号 41 0 41 65 

注 1）時間区分は、昼間（8 時～19 時）である。 

注 2）ΔL は、工事用車両による振動レベルの増分を示す。 

注 3）要請限度とは、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号）の道路交通振動の限度

である。 
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(3) 環境保全措置の検討 

1) 環境保全措置の検討 

予測結果より、工事用車両の運行に係る振動に関しては、「振動規制法施行規則」（昭和

51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号）による道路交通振動の限度以下になると考えられます

が、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的とし

て、2 案の環境保全措置を検討しました。 

検討の結果、「工事用車両の分散」及び「作業者に対する工事用車両の運行の指導」を

採用します。 

検討した環境保全措置は、表 11-3-20 に示すとおりです。 

 

表 11-3-20 環境保全措置の検討 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

工事用車両の分散 適 
工事用車両の分散運行等により、振動の発生の低減が

見込まれることから、本環境保全措置を採用する。 

作業者に対する工事

用車両の運行の指導 
適 

法定速度の遵守等を作業者に徹底させることにより、

振動の発生の低減が見込まれることから、本環境保全

措置を採用する。 

 

2) 検討結果の検証 

実施事例等により、環境保全措置の効果に係る知見は蓄積されていると判断されます。 

 

3) 検討結果の整理 

環境保全措置に採用した「工事用車両の分散」及び「作業者に対する工事用車両の運行

の指導」の実施主体、実施位置、効果、他の環境への影響等について整理した結果は、表 

11-3-21 に示すとおりです。 

 

表 11-3-21(1) 環境保全措置の検討結果の整理 

実施主体 国土交通省 近畿地方整備局 

実施内容 
種類 工事用車両の分散 

位置 工事用車両が運行する道路 

環境保全措置の効果 工事用車両の分散運行等により、振動の発生の低減が見込まれる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 大気質、騒音への影響が低減される。 

注）環境保全措置の具体化の検討時期は、工事の詳細な施工計画段階とし、最新の技術指針等を踏まえて

決定する。 
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表 11-3-21(2) 環境保全措置の検討結果の整理 

実施主体 国土交通省 近畿地方整備局 

実施内容 
種類 作業者に対する工事用車両の運行の指導 

位置 工事用車両が運行する道路 

環境保全措置の効果 
法定速度の遵守等を作業者に徹底させることにより、振動の発生

の低減が見込まれる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 大気質、騒音への影響が低減される。 

注）環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

 

3.2 評価 

(1) 評価の手法 

1) 回避又は低減に係る評価 

工事用車両の運行に係る振動の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮

が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより評価を行いまし

た。 

 

2) 基準又は目標との整合性の検討 

予測により求めた工事用車両の運行に係る振動レベルを、表 11-3-22 に示す基準又は目

標と整合が図られているかどうかについて評価しました。 

 

表 11-3-22 整合を図るべき基準又は目標 

項目 整合を図るべき基準又は目標 地域の区分 基準値 

振動レベルの 80%レ

ンジの上端値 L10 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年

11 月 10 日総理府令第 58 号）による

道路交通振動の限度 

第 1 種区域 昼間：65dB 

第 2 種区域 昼間：70dB 

注 1）時間区分は、昼間（8 時～19 時）である。 

注 2）第 1 種区域：良好な環境を保つため、特に静穏の保持が必要とする区域及び住居の用に供されるため、 

静穏の保持を必要とする区域。 

第 2 種区域：住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生

活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業などの

用に供される区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止す

る必要がある区域。 
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(2) 評価の結果 

1) 回避又は低減に係る評価 

対象道路は、道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画とし

ており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 

また、環境保全措置として「工事用車両の分散」及び「作業者に対する工事用車両の運

行の指導」を実施することで、環境負荷を低減します。 

このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて

いるものと評価します。 

 

2) 基準又は目標との整合性の検討 

工事用車両の運行に係る振動の予測結果は、すべての予測地点において基準値以下であ

り、基準又は目標との整合は図られているものと評価します。 

予測結果と基準又は目標を比較した評価結果は、表 11-3-23 に示すとおりです。 

 

表 11-3-23 工事用車両の運行に係る振動の評価結果 

番号 予測地点 車両の運行ルート 
現況値 

[dB] 

予測 

結果 

[dB] 

基準又

は目標 

[dB] 

評価 

A 彦根市佐和山町 国道 8 号 49 49 65 

基 準 又 は

目 標 と の

整 合 が 図

ら れ て い

る。 

B① 多賀町木曽 国道 306 号 38 38 65 

B② 多賀町多賀 町道久徳多賀線 25 30 65 

C 豊郷町雨降野 北落豊郷線（県道 222 号） 28 32 65 

D① 愛荘町市 湖東愛知川線（県道 28号） 42 44 65 

D② 愛荘町東円堂 湖東彦根線（県道 213 号） 37 39 65 

E① 東近江市南清水町 
小田苅愛知川線 

（県道 529 号） 
37 37 70 

E② 東近江市五個荘奥町 
五個荘八日市線 

（県道 328 号） 
37 38 65 

E③ 東近江市五個荘平阪町 
八日市五個荘線 

（県道 209 号） 
28 29 65 

F 近江八幡市安土町石寺 国道 8 号 41 41 65 

注）時間区分は、昼間（8 時～19 時）である。 
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4. 自動車の走行に係る振動 

4.1 予測 

(1) 予測の手法 

1) 予測手法 

自動車の走行に係る振動の予測は、「技術手法」（国総研資料第 714 号 6.1）に記載の振

動レベルの 80％レンジの上端値を予測するための式（旧建設省土木研究所の提案式）を用

い、振動レベルの 80％レンジの上端値 L10を求めることにより行いました。 

 

① 予測手順 

予測手順は、図 11-3-7 に示すとおりです。 

 

 
 

 
出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 土木研究所） 

図 11-3-7 自動車の走行に係る振動の予測手順 

 

  

予測条件の設定

平面道路予測基準点での振動レベル

平面道路 盛土道路
切土道路
掘割道路

高架道路予測基準点での振動レベル

高架道路

単独 平面併設

併設平面道路の基準点
の振動レベル

高架道路と平面道路と
のエネルギー合成

道路構造

道路構造による補正

距離減衰の補正 距離減衰の補正距離減衰の補正 距離減衰の補正
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② 予測式 

予測式は、次式を用いました。 

 𝐿  = 𝐿  ∗ − 𝛼  𝐿  ∗ = 𝑎 ∙ log  (log  𝑄∗) + 𝑏 ∙ log  𝑉 + 𝑐 ∙ log  𝑀 + 𝑑 + 𝛼 + 𝛼 + 𝛼  
 

ここで、 𝐿   ：振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値(dB) 𝐿  ∗ ：基準点における振動レベルの 80％レンジの上端値の予測値(dB) 𝑄∗ ：500 秒間の 1 車線あたり等価交通量(台/500 秒/車線) =  5003,600 × 1𝑀 × (𝑄 + 𝐾𝑄 ) 𝑄  ：小型車類時間交通量(台/時) 𝑄  ：大型車類時間交通量(台/時) 𝐾 ：大型車の小型車への換算係数 𝑉 ：平均走行速度(km/時) M ：上下車線合計の車線数 𝛼  ：路面の平坦性等による補正値(dB) 

 

(社)日本道路協会が提案した路面平坦性の目標値のうち、「交通量の多い一般道路」の値

(縦断方向凹凸 5.0mm、段差 20mm)を用いました。 

 𝛼   ：地盤卓越振動数による補正値(dB) 𝛼   ：道路構造による補正値(dB) 𝛼   ：距離減衰値(dB) 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ：定数 

 

また、振動予測式に用いる定数及び補正値は、「第 3 節 振動 3.資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行に係る振動」に示すとおりです。 
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2) 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域において、住居等の保全対象が存在する、あるいは将

来の立地が見込まれる地域としました。 

 

3) 予測地点 

予測地点は、予測地域の中から、道路構造及び交通条件が変化するごとに区間を分割し、

その区間において地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれがある地点、保全すべき

対象等への影響を的確に把握できる地点の観点から設定しました。なお、予測位置は対象

道路の区域の敷地境界上とし、予測高さは地表面としました。 

予測地点は表 11-3-24、図 11-3-8 及び図 11-3-9 に示すとおりです。 

 

表 11-3-24 自動車の走行に係る振動の予測地点 

予測地域 
番

号 
予測地点 都市計画用途地域 

保全 

対象 

道路 

構造 

彦根市域 A 彦根市鳥居本町 市街化調整区域 住居等 切土 

多賀町域 
B① 多賀町月之木 市街化調整区域 住居等 盛土 

B② 多賀町土田 市街化調整区域 住居等 高架 

甲良町域 

（豊郷町一部含む） 

C① 甲良町横関 白地地域 住居等 盛土 

C② 甲良町法養寺 白地地域 住居等 高架 

C③ 豊郷町雨降野 白地地域 住居等 盛土 

愛荘町域 

（豊郷町一部含む） 

D① 愛荘町市 白地地域 住居等 盛土 

D② 愛荘町東円堂 白地地域 住居等 高架 

東近江市域 
E① 東近江市南清水町 白地地域 住居等 盛土 

E② 東近江市五個荘木流町 市街化調整区域 住居等 高架 

近江八幡市域 
F① 近江八幡市安土町石寺 市街化調整区域 住居等 盛土 

F② 近江八幡市安土町東老蘇 市街化調整区域 住居等 平面 

 

4) 予測対象時期等 

予測対象時期は、計画交通量の発生が見込まれる時期として、西暦 2040 年としました。 
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図 11-3-8 自動車の走行に係る振動の予測地点位置図 
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図 11-3-9(1) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（A：彦根市鳥居本町） 

A A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(2) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（B①：多賀町月之木） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 



11-3-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11-3-9(3) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（B②：多賀町土田） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(4) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（C①：甲良町横関） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(5) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（C②：甲良町法養寺） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(6) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（C③：豊郷町雨降野） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(7) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（D①：愛荘町市） 
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A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(8) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（D②：愛荘町東円堂） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(9) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（E①：東近江市南清水町） 

A 

A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(10) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（E②：東近江市五個荘木流町） 
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A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(11) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（F①：近江八幡市安土町石寺） 
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A’ 

 

断面 A-A’ 
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図 11-3-9(12) 自動車の走行に係る振動の予測地点図（F②：近江八幡市安土町東老蘇） 
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A’ 

 

断面 A-A’ 
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5) 予測条件 

① 交通条件 

A) 日交通量 

日交通量は、「第 1 節 大気質 4.自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」

と同様としました。 

 

B) 車種分類 

車種分類は、「第 1 節 大気質 4.自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」

と同様としました。 

 

C) 時間変動係数 

時間変動係数は、「第 1 節 大気質 4.自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物

質」と同様としました。 

 

D) 走行速度 

走行速度は、「第 1 節 大気質 4.自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質」

と同様としました。 

 

② 地盤種別及び地盤卓越振動数 

各地点の地盤種別及び地盤卓越振動数は、現地調査結果に基づき設定しました。 

予測に用いた地盤種別及び地盤卓越振動数は、表 11-3-25 に示すとおりです。 

 

表 11-3-25 地盤種別及び地盤卓越振動数 

番号 予測地点 方向 地盤種別 地盤卓越振動数[Hz] 

A 彦根市鳥居本町 西側 

未固結地盤 

12.3 

B① 多賀町月之木 西側 39.2 

B② 多賀町土田 北側 34.1 

C① 甲良町横関 西側 26.0 

C② 甲良町法養寺 西側 26.0 

C③ 豊郷町雨降野 東側 34.1 

D① 愛荘町市 東側 40.0 

D② 愛荘町東円堂 西側 34.1 

E① 東近江市南清水町 東側 21.0 

E② 東近江市五個荘木流町 北側 34.3 

F① 近江八幡市安土町石寺 北側 15.7 

F② 近江八幡市安土町東老蘇 南側 15.7 
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(2) 予測の結果 

自動車の走行に係る振動の予測結果は、表 11-3-26 に示すとおりです。 

自動車の走行に係る振動レベル（L10）は昼間が 41～53dB、夜間が 39～52dB であり、要

請限度を下回ると予測されます。 

 

表 11-3-26 自動車の走行に係る振動の予測結果 

番号 予測地点 方向 
予測結果[dB] 要請限度[dB] 

昼間 夜間 昼間 夜間 

A 彦根市鳥居本町 西側 52 51 65 60 

B① 多賀町月之木 西側 41 39 65 60 

B② 多賀町土田 北側 47 45 65 60 

C① 甲良町横関 西側 42 41 65 60 

C② 甲良町法養寺 西側 46 45 65 60 

C③ 豊郷町雨降野 東側 46 44 65 60 

D① 愛荘町市 東側 47 46 65 60 

D② 愛荘町東円堂 西側 45 44 65 60 

E① 東近江市南清水町 東側 49 47 70 65 

E② 東近江市五個荘木流町 北側 45 43 65 60 

F① 近江八幡市安土町石寺 北側 50 49 65 60 

F② 近江八幡市安土町東老蘇 南側 53 52 65 60 

注 1）時間区分は、昼間（8 時～19 時）、夜間（19 時～8 時）である。また、予測の対象時間は、 

昼間・夜間の時間区分ごとに振動レベルが最も大きくなる時間帯とした。 

注 2）要請限度は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号）の道路交通振動の 

限度である。 

 

 

(3) 環境保全措置の検討 

予測結果より、自動車の走行に係る振動に関しては、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年

11 月 10 日総理府令第 58 号）による道路交通振動の限度以下になると考えられるため、環

境保全措置の検討は行わないものとします。 
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4.2 評価 

(1) 評価の手法 

1) 回避又は低減に係る評価 

自動車の走行に係る振動の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかについて、見解を明らかにすることにより評価を行いました。 

 

2) 基準又は目標との整合性の検討 

予測により求めた自動車の走行に係る振動レベルを、表 11-3-27 に示す基準又は目標と

整合が図られているかどうかについて評価しました。 

 

表 11-3-27 整合を図るべき基準又は目標 

項目 整合を図るべき基準又は目標 地域の区分 基準値 

振動レベルの 80%レン

ジの上端値 L10 

「振動規制法施行規則」（昭和51

年 11 月 10 日総理府令第 58 号）

による道路交通振動の限度 

第 1 種区域 
昼間：65dB 

夜間：60dB 

第 2 種区域 
昼間：70dB 

夜間：65dB 

注 1）時間区分は、昼間（8 時～19 時）、夜間（19 時～8 時）である。 

注 2）第 1 種区域：良好な環境を保つため、特に静穏の保持が必要とする区域及び住居の用に供されるため、 

静穏の保持を必要とする区域。 

第 2 種区域：住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生

活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業などの

用に供される区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止す

る必要がある区域。 
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(2) 評価の結果 

1) 回避又は低減に係る評価 

対象道路は、道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画とし

ており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図っています。 

このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されて

いるものと評価します。 

 

2) 基準又は目標との整合性の検討 

自動車の走行に係る振動の予測結果は、全ての予測地点において基準値以下であり、基

準又は目標との整合は図られているものと評価します。 

予測結果と基準又は目標を比較した評価結果は、表 11-3-28 に示すとおりです。 

 

表 11-3-28 自動車の走行に係る振動の評価結果 

番号 予測地点 方向 
予測結果[dB] 

基準又は目標

[dB] 評価 

昼間 夜間 昼間 夜間 

A 彦根市鳥居本町 西側 52 51 65 60 

基準又は目

標との整合

が図られて

いる。 

B① 多賀町月之木 西側 41 39 65 60 

B② 多賀町土田 北側 47 45 65 60 

C① 甲良町横関 西側 42 41 65 60 

C② 甲良町法養寺 西側 46 45 65 60 

C③ 豊郷町雨降野 東側 46 44 65 60 

D① 愛荘町市 東側 47 46 65 60 

D② 愛荘町東円堂 西側 45 44 65 60 

E① 東近江市南清水町 東側 49 47 70 65 

E② 東近江市五個荘木流町 北側 45 43 65 60 

F① 近江八幡市安土町石寺 北側 50 49 65 60 

F② 近江八幡市安土町東老蘇 南側 53 52 65 60 

注）時間区分は、昼間（8 時～19 時）、夜間（19 時～8 時）である。また、予測の対象時間は、昼間・夜間の 

時間区分ごとに振動レベルが最も大きくなる時間帯とした。 

 


	11-03-1_環境影響評価書_振動_調査【交差点⑤⑥平面追加】
	11-03-2_環境影響評価書_振動_建設機械の稼働に係る振動
	11-03-3_環境影響評価書_振動_工事用車両の運行に係る振動_横断図修正
	11-03-4_環境影響評価書_振動_自動車の走行に係る振動【交差点⑤⑥平面追加】

